
日本労働研究雑誌� 69

特集●兼業・副業

　目　次

Ⅰ　はじめに

Ⅱ�　現行社会保険法上でのマルチジョブホルダーの取扱

いと課題

Ⅲ　比較法的検討

Ⅳ　若干の考察とまとめ

Ⅰ　は じ め に

　非正規雇用の増加を伴う就業形態の変化に対し
ては，平成 28 年 10 月より，従前よりもさらに短
時間労働者への社会保険適用を拡大し，セーフ
ティーネットを強化する方向性が打ち出されてい
る 1）。社会保険制度は，多様な働き方への対応を
可能にすべく，従来のあり方からの変更を余儀な
くされている。その一つに本稿で取り上げるマル

チジョブホルダーの問題も位置づけられる。
　被用者保険制度においては，これまでも，被保
険者資格要件を満たす被用者と共通するリスクや
ニーズを有しているにもかかわらず，同等の保障
を得ることが定かではない者への保障の適否が論
じられてきた。そこでの検討対象は，労働法上の
労働者概念からは外れる法人代表者 2）や自営的
就労者 3）等であり，その際もっぱら，単一の就
業関係を前提とした議論が展開されてきた。これ
に対して，マルチジョブホルダーは，1 人の者が
同時に 2 以上の就業関係を有しているという点
に，これまでの議論との相違がある。
　総務省統計局『平成 24 年就業構造基本調査』4）

によれば，1987 年時点では本業も副業も雇用者
である労働者は 55 万人で，雇用者全体の 1.2％で
あったが，2012 年には 105 万人となり，雇用者
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なくされている。その一つに本稿で取り上げるマルチジョブホルダーの問題も位置づけら
れる。しかしながら，これまでもっぱら正規被用者に対するリスク保障制度として機能し
てきた被用者保険制度上で，兼業非正規被用者への対応を行おうとする場合，相対的な処
遇の低さや働き方の相違により，正規被用者と同じ枠組をそのまま当てはめることは困難
である。したがって，非正規被用者の生活保障ニーズに合致するような独自の対応が求め
られることになる。その結果，政策選択によっては社会保険固有の規範との間で齟齬が生
じ，新たな正当化理論が求められる可能性がある。ドイツではこの問題につき，一定の所
得未満の被用者については，事業主のみに保険料負担を課す，あるいは，兼業者の所得を
合算して社会保険適用を行うといった対応をしているが，これらを社会保険制度上で正当
化するために，被用者の経済的従属性や事業主の義務を個別具体的な契約関係から切り離
すという論理を用いる裁判例もある。このことからすれば，我が国でも兼業非正規就業者
の生活保障への対応を被用者保険制度で行う場合，従来の論理からの大幅な転換が必要に
なるものと思われる。
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全体の 1.8％と割合的には増加傾向にある。マル
チジョブホルダーの本業の雇用形態内訳を見る
と，会社の役員や正規の職員・従業員が 38.3％で
あるのに対し，パート・アルバイトが 44.8％，派
遣・契約社員が 9.8％となっており，相対的に非
正規雇用者の割合が高い。さらに，全雇用者のう
ち副業（ここでの副業には自営業や家族従業員の場
合も含む）のある者を本業の所得階層別で見た場
合，本業の年間所得が 299 万円以下の者が全体の
7 割を占めている。これらを見るかぎり，非正規
労働者の増大に伴い，一つの雇用関係からの収入
では生計維持が困難であるため，複数の就労を掛
け持ちせざるを得ない労働者が増えていることが
推察される。他方で，割合としては低いものの，
正業により一定程度の収入を得ているにもかかわ
らず，複数の就業を掛け持ちする者も存在してい
る 5）。ここから，マルチジョブホルダーを論じる
に際しては，一律にそのニーズや法制度における
対応を検討することは困難であり，どのような副
業や兼業を対象として論じるのかで議論が大きく
異なることになる。この点につき本稿では，2 以
上の非正規被用関係を有する者を主な対象とした
い。以下ではまず，現行の被用者保険制度上，マ
ルチジョブホルダーに対してどのような取扱いが
なされているかを概観し，これを前提に，従来い
かなる課題が指摘されてきたのかを整理する。

Ⅱ　現行社会保険法上でのマルチジョブ
ホルダーの取扱いと課題

　複数事業主の下で就労する者への対応は，各制
度ごとに一様ではない。そこで以下ではいわゆる
労働保険と称される，労災保険法と雇用保険法上
での取扱い，ならびに，厚生年金保険法と健康保
険法における取扱いを法制度ごとに順次見ていく
こととする。

1　労働保険とマルチジョブホルダー

　労災保険法では対象者を「労働者」としている
が（労災保険法 1 条），ここでの労働者は，通説・
判例で労働基準法 9 条の労働者と同一であるとさ
れてきた。したがって，マルチジョブホルダーは，

使用従属関係の下におかれ労務の対価を得ている
かぎり，複数の事業場において労災保険法の適用
対象となる。
　労災保険法との関係でマルチジョブホルダーに
生じ得る問題としては，複数の事業場間の移動中
に発生した災害への保障の有無があった。これに
ついては平成 18 年法改正で，合理的経路であり
逸脱中断が無いかぎりは通勤災害（以下，「通災」）
の対象となる旨が規定され，立法的解決がはから
れている（労災保険法 7 条 2 項 2 号）。ただし，給
付額の算定基礎となる給付基礎日額に関しては，
実務上，労災では災害が発生した事業所における
平均賃金のみを基に算定され，通災の場合は移動
先での平均賃金のみに基づき算定されている（昭
和 28 年 10 月 2 日基収第 2048 号）6）。このような取
扱いに対しては，かねてより，労働者が賃金の低
い事業所で被災した場合，喪失した稼得能力と保
険給付額の乖離が顕著であるとして，実態的な稼
得能力を保険給付に反映させるために，労災・通
災を問わず，複数の事業所の賃金を合算した上で
給付基礎日額を算定することが妥当である旨提案
されてきたが 7），未だ実現には至っていない。
　この点にかかる裁判例には，労災保険給付との
関係で，労災保険制度はその構造上，個別使用者
責任を財政的に担保する制度であること等を根拠
に，上述の行政解釈を支持する事案もあるが 8），
近時，複数の事業所勤務に起因する長時間労働等
により自死した労働者への労災保険給付の給付基
礎日額の算定につき，各事業所との間にそれぞれ
業務起因性が認められる場合には，賃金を合算し
て給付基礎日額を算定できるとする解釈を示す事
例も見られる 9）。学説上も，複数の事業所での業
務が複合的な要因となり精神疾患を発症させるよ
うな場合を念頭に，労災保険制度が労基法上の補
償責任を超えて給付水準を拡大していることから
すれば，政策的に複数の勤務先から得ていた賃金
を合算し，実際の生活水準に見合う給付水準を設
定できる可能性があることを示唆すると同時に，
個別使用者との関係で業務起因性の特定ができな
い場合も，複数の業務全体に内在するリスクが現
実化していると評価できれば，使用者集団の負担
によりリスク補償を行うという解釈が望ましいと
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するものがある 10）。複数事業所での平均賃金の
合算を可能とする場合，その内一つの事業所のみ
で負傷したような事例をどのように取り扱うべき
かという問題が，改めて生じることになるが，す
でに，使用者責任法理を生活保障の中に包み込ん
でいる現行の労災保険法のあり方を勘案するとと
もに，マルチジョブホルダーの実質的な生活保障
の必要性に鑑みると，このような政策的対応が必
要なことは明らかで，支持できる見解であろう。
　いま一つの労働保険である雇用保険制度では，
同一適用事業所で 31 日以上の雇用見込みがあり，
週に 20 時間以上の雇用実態のある場合に，一般
被保険者となる（雇用保険法 4 条・6 条 2 項）。マ
ルチジョブホルダーに関しては，複数の事業所で
いずれも 20 時間以上の雇用実態がある場合，生
計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一つ
の雇用関係についてのみ，被保険者となる 11）。
一方，複数の事業所での就業を合算して初めて
20 時間以上になるような場合，いずれの事業所
との関係でも適用対象とはならない。給付の面で
は，本業も副業も週 20 時間以上の労働時間があ
る場合，一つの事業所で離職しても，副業との間
で保険関係が発生することから，失業等給付によ
る所得保障はない。他方で，労働時間が 20 時間
以上の本業を離職した場合，20 時間未満の副業
があっても，本業との間では失業したことになり
所得保障の対象となる（ただし副業の収入と給付と
の所得調整がある（雇用保険法 19 条））。
　このような取扱いを見るかぎり同じ労働保険と
位置づけられているものの，雇用保険においては，
雇用の常用性という観点に基づき労災保険より
も，さらに適用対象者が限定されている。対象者
の限定は「所得保障の必要性の程度及び事務処理
の効率性の確保等の配慮によるものであろう」12）

とされるが，現行法上での取扱いに基づくかぎり，
複数の就業による稼得を合わせることで生計を維
持しているマルチジョブホルダーにとっては，労
働時間や所得の合算が行われない結果，離職した
場合に十分な保障の下での求職活動を行うことが
困難になるという課題が生じ得る。ただし，合算
による適用拡大を行う場合，労働時間の把握方法，
保険料設定・徴収のあり方，複数の就業のうち一

つを離職した場合の「失業」の取扱いをいかにす
るのかという点に困難があることが指摘されてい
る 13）。これについて，2015 年 12 月に出された雇
用保険部会報告書 14）では「マルチジョブホル
ダーについては，社会保障・税番号制度の施行後
も適用に当たっての労働時間の把握方法や失業の
判断といった課題が引き続き存在することも踏ま
えつつ，諸外国の状況を含めて適切に実態の把握
を行い，技術的な論点を考慮した上で，雇用保険
の適用のあり方と併せて引き続き議論していくべ
きである」旨，言及されている。

2　被用者保険とマルチジョブホルダー

　厚生年金保険法，ならびに，健康保険法におい
ては，「適用事業所に使用される 70 歳未満の者」

（厚年 9 条）あるいは，「適用事業所に使用される
者」（健保 3 条）は，法定の適用除外事由（厚年 12
条，健保 3 条）に該当しないかぎり，強制的な適
用対象者となる。これに加えて，実務上は昭和
55 年 6 月付の厚生省内かんによる短時間労働者
への適用判断基準である「当該労働者が当該事業
所と常用的使用関係にあるかどうか」すなわち，
勤務時間，勤務日数が常用雇用者のおおむね 4 分
の 3 以上である場合に適用対象とされてきた 15）。
その際，被保険者資格は，一つの事業所における
労働時間に基づいて判断されるため，複数の事業
所で働く場合，いずれの事業所においても上記要
件を満たさなければ，社会保険の適用は認められ
ない。他方で，一つでも要件を満たす事業所があっ
た場合，その事業所との間でのみ社会保険関係が
成立し，それ以外の事業所との間で生じる賃金は
保険料の算定基礎にはならない。この場合の届け
出義務は保険関係が成立している事業所の事業主
が負うことになる（厚年 27 条，健保 48 条）。
　また，複数の事業所との間で要件を満たす場合，
複数の保険関係が成立することになる。この場合，
保険料の算定に際しては各事業所から得られる賃
金の合算額に基づいて標準報酬が決定され（厚年
24 条 2 項，健保 44 条 3 項），保険料の賦課徴収に
ついては，各事業所の報酬額の割合に応じて案分
され，各事業者ごとに徴収される。さらに，この
ような場合においては被保険者自身による届け出

論　文　マルチジョブホルダーをめぐる社会保障の課題
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が義務づけられる（厚生年金保険法施行規則 2 条，
健康保険法施行規則 37 条）。裁判例においては，
同一事業主の複数事業所で保険関係が成立してい
る労働者が，事業主の厚生年金保険料未納による
損害賠償請求を求めた事案で，労働者が届け出義
務を怠ったことに基づくとして損害賠償請求が認
められなかった事例もあるが 16），学説上は「被
用者の保護を目的とした被用者保険制度の趣旨に
矛盾する側面があるから，立法論としては改善の
余地がある」と指摘されている 17）。

3　小　括

　ここまで見てきたことからすると，現行法上，
雇用保険と被用者保険の適用が認められるために
は，いずれも同一の事業所との間での就業の常用
性が求められる結果，所定労働時間や期間を満た
さない複数の就業を兼業している被用者は，これ
ら複数の所得により生計を維持している場合で
あっても，保障の対象から外れてしまうことが課
題として挙げられる 18）。他方で，複数の就業の
全てについて，必ずしも，保険料の賦課・徴収が
行われるわけではないこと，ならびに，あえて所
定労働時間未満の兼業を選択することで，被用者
が社会保険適用を回避する行動が生じ得ることも

（間接的に事業主がそのような被用者を雇うことによ
り市場競争力で優位に立つことも），同様に課題と
なろう。それゆえ，マルチジョブホルダーに関し
ては，被用者保険制度から排除されない仕組みの
検討のみならず，負担能力に応じた適正な保険料
賦課・徴収が可能となる仕組みの検討と同時に，
公正な市場の形成という観点からの考慮も必要で
あることになる。
　本稿において，これら全ての問題を個別の社会
保険制度ごとに詳細に論じることは紙幅の関係上
困難であるが，以下では，被用者の所得の合算に
よる社会保険適用，ならびに，事業主負担に関す
る法的な課題に限定して，ドイツとの比較法的な
観点から考察してみたい。

Ⅲ　比較法的検討

1　僅少労働者の社会保険加入にかかる政策的変遷

　ドイツの非正規雇用者に対する社会保険適用に
関しては，労災保険では全ての稼得者が対象とな
り（§2�Abs.1�Nr1�SGB7），失業保険では非正規雇
用者に加入義務を課しておらず，事業主の保険料
負担もない（§27�Abs.2�SGB3）ことから，もっぱ
ら，年金保険と医療保険について様々な法改正や，
これに伴う議論が行われてきた。そこで以下では
主に，一定の所得・労働期間未満（現行法上は週
450 ユーロ未満，または，雇用期間が年 2 カ月もしく
は 50 日以内 19））で働く，いわゆる「僅少労働

（geringfügige�Beschäftigung）」（§8�Abs.1�SGB4）
との関連で行われてきた議論を取り上げる。
　僅少労働と社会保険に関わる政策動向を概略す
ると，1999 年までは社会保険による保護の必要
性が低いといった観点，あるいは，無駄な徴収コ
ストを省き，闇労働を無くすといった実務的観点
から 20），僅少労働者の社会保険加入義務が免除
されていた。1999 年の法改正で，正規雇用と非
正規雇用の分裂阻止，社会保険財源の強化などを
目的として僅少労働を抑制する方向に転じる。こ
れに伴い，僅少労働者自身の保険料負担は以前と
同様に原則として生じないものの，事業主は当該
僅少労働者にかかる概算社会保険料負担を負うこ
ととなった 21）。その後，労働コストの増大によ
る僅少労働者の失業やこれに伴う経済界からの批
判を受けて出されたハルツ委員会の報告書 22）に
基づき，失業者を労働市場に再統合するために参
入障壁を低くすることなどを目的として 23），僅
少労働については社会法典第 4 編を改正し促進す
る方向に再び方向転換が図られた。これ以来，正
業と並行して僅少労働を行う場合，一つの僅少労
働までは合算しない取扱い，あるいは，週 15 時
間以下という時間基準の撤廃などの措置が採られ
ている 24）。
　2013 年には，年金保険法上でこれまでの原則
と例外が転換され，これ以降に僅少労働者となっ
た者については原則として保険料支払い義務を負
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うが，事業主に免除を申請することもできると
なった（§5�Abs.2,§6�Abs.1b�SGB6）。また，年金
保険との関係で老齢期の貧困を回避するために，
僅少労働の収入基準が月額 400 ユーロから 450
ユーロに引き上げられている 25）。なお，年金保
険法上では本人が免除を申請しない場合は，本人
の年金保険料（18.7％，最低保険料額 175 ユーロ）
を事業主負担に積み増して，年金受給権に反映さ
せることも可能である（§5�Abs.2�SGB6）。ただし
実際にこのような申し出をする僅少労働者は，
2016 年 6 月の統計では 17.9％に留まる 26）。
　ここまでの政策動向を見るかぎり，ドイツでは
非正規雇用者を正規雇用者として社会保険に取り
込む方向性は，主に労働市場政策的観点から転向
を余儀なくされた結果，非正規独自の仕組みを導
入することで，これらの者を社会保険制度に取り
込む選択がなされている。このような選択に基づ
く現行法上の取扱いを見ると，以下のようになっ
ている。すなわち，僅少労働者である被用者本人
は保険料納付義務を負わないことも可能であり

（§7�SGB5,§5�Abs.�2�SGB6），この場合，使用者の
みが当該被用者にかかる概算保険料（年金保険料
率 15％，医療保険料率 13％）を原則として負担す
る（§172�Abs.�3�SGB6,�§249b�SGB5）。これによ
り，被用者の医療保険受給権への反映は生じない
一方で，年金保険においては将来の年金給付への
反映がある（§76b�Abs.1,�50,�52�Abs.2�SGB6）。
　低所得僅少労働者が僅少労働の兼業をする場
合，所得は合算され一定額（月額 450 ユーロ）を
超えると僅少労働者自身にも社会保険料の賦課が
生じる。ただし，この範囲を超えたことにより直
ちに正規被用者と同等の保険料負担が生じるわけ
ではなく，月額 850 ユーロまでのいわゆるスライ
ドゾーンにおいては，被用者の保険料負担は段階
的に低減されている（§20�Abs.2�SGB4,§�226�Abs.4�
SGB�5）。ちなみに，社会保険加入義務のある正業
と兼業して一つの僅少労働を行う場合，収入の合
算は行われないが，二つめ以降の副業からは合算
対象となる（§6�Abs.1b�Satz3�SGB6,§8�Abs.2�SGB4,
§7�Abs.1�SGB5）27）。このような取扱いについては，
明確な根拠は必ずしも明らかではないとされる 28）。
　合算に関わるその他の手続きとしては，合算に

よって社会保険加入義務が生じ得るその他の就業
について，事業主が僅少労働者に情報収集するこ
とが容認されている。疑義がある場合，事業主は
年金連合に照会することもできる（§7a�SGB4）。
その際，被用者の個人情報保護の観点から，兼業
労働先の事業主名といった当該事業主の保険料負
担とは直接に関わらない事柄についてまで聞くこ
とは認められていない 29）。一方，労働者自身も，
保険料の支払いについて必要な事項を事業主に報
告すべきことが規定されている（§28o�Abs.1�
SGB4）。
　ちなみに，ここ数年の政府による僅少労働者政
策への評価としては，保険料免除による優遇が僅
少労働者の低所得期間を長期化させ，これに伴い
老齢期に受給できる年金が減額するとともに，将
来的な税財源負担を増大させる点，あるいは，僅
少労働が正規労働への誘因にならず，社会保障の
周辺領域に留まる労働者を増やしただけで，非正
規から正規への架橋的役割を果たしていない点な
どにより，必ずしも肯定的な評価を得ているわけ
ではない 30）。

2　制度修正に伴う社会保険規範との緊張関係

　このようなドイツの仕組みを我が国の課題と照
らし合わせて鑑みた場合，一つには，僅少労働者
の保険料率を低減し，所得の低い被用者に不相当
な保険料負担が課されない仕組みとなっている点
が特徴的である。その反面，市場競争の公正さを
確保する目的で，保険料の減免に伴い，事業主に
不公正な利益が生じないように，事業主に対して
は一定の保険料が賦課される。また，所得保障ニー
ズを有する兼業・副業者が社会保険適用から外れ
ることのないようにすると同時に，負担能力に応
じた保険料の賦課徴収を可能にするために，僅少
労働者への所得の合算による保険料の賦課徴収，
ならびに，社会保険適用の途が開かれている点も
注目に値する。
　とはいえこのような取扱いは，社会保険制度上
以下のような新たな問題を生じる。たとえば，実
務的には合算により初めて社会保険料負担が生じ
る当事者が，負担を免れるために，兼業状態であ
ることを秘匿するといった問題である。これに関
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連して，秘匿が事後的に保険料徴収官庁の調査で
発覚した事例において，事業主が過去に遡って社
会保険料の事業主負担分の支払い義務を負うかど
うかが争われた裁判例がある。この事例では，被
用者の他の事業者の下での就業による所得との合
算により，原告となった事業主に生じる保険料負
担が，事業主の基本権侵害に当たらないかが判断
されている。裁判所は，①事業主は事前照会など
によって予期しない保険料負担を負うリスクを回
避できること，②合算による保険料賦課が被用者
の保障の必要性や負担能力に見合った保険料賦課
にも合致するため，基本法に反するような事業主
の職務遂行への侵害は生じないこと，③保険料負
担が事業主の資産を圧殺するような効果までは有
しないことから所有権侵害に当たらないこと，④
僅少労働者の働き方によって事業主の保険料負担
に差違が生じることは，彼らを労働市場に統合し，
かつ必要な保障を及ぼすという目的によって正当
化し得るため平等原則違反も生じないことを理由
に，基本権侵害に当たらないとした上で，事業主
の事後的な保険料負担の適法性を認めた 31）。この
判旨の中では，明示されてはいないものの，兼業
僅少労働者の保険料負担能力や要保障ニーズが，
個々の事業主への経済的従属の程度（＝当該労働
からの報酬額）に左右されることなく，一体的な
ものとして把握されている。
　兼業被用者の負担能力や要保障ニーズをこのよ
うに一体的に捉えることは，すなわち，これらを
個別の労働契約関係から切り離して考えることを
意味する。このような考え方は，ドイツではこの
裁判例に留まらず，僅少労働者の事業主の社会保
険料負担の正当化においても見られる。たとえば，
年金保険制度において既に年金受給者となってい
る者が僅少労働に就く場合，ならびに，医療保険
制度上，僅少労働者の保険料負担は生じないが，
事業主は当該被用者にかかる保険料負担を負うと
いう取扱いがある。ここでの事業主負担は被用者
の受給権への法的効果を生じない。これらの規定
は，もっぱら，保険料負担のない僅少労働者を雇
用することで，事業主に市場競争上のメリットを
生じさせないという，労働市場政策的観点により
設けられた規定であるとされている 32）。しかし

ながら，このような事業主負担からは，対価性，
ならびに，個人契約的な労働関係の存在，あるい
は，少なくとも雇用と結びついた扶助義務といっ
た，社会保険上重要な要素，および，事業主の保
険料負担を正当化してきた要素が抜け落ちてい
る。それゆえ，年金保険制度との関係でこの点が
争われた事案において連邦憲法裁判所は，事業主
負担を正当化するために，個別具体的な使用関係
と社会保険法上の義務の分離という，これまで見
られなかった正当化論拠を示している 33）。すな
わち裁判所は，社会保険制度における構成員間の
リスク調整は社会的調整でもあることから，給付
と拠出とが必ずしも結びつかない場合も存在する
とした上で（たとえば医療保険における家族療養
費），事業主の社会保険料負担義務が個々の労働
契約関係に基づき，被用者への義務に帰するとい
う考え方，ならびにその結果，特定の経済的利益
を得られる者だけを保険料負担者とすることがで
きるという考え方は，社会保険には妥当しないと
いう判例法理がすでに確立されていると述べる。
　このような理解によれば，従来の，事業主の事
業への貢献が高い者は所得も高くなり，これに伴
い経済的従属性が高くなるため，当該被用者に対
する事業主のリスク保障責任（扶助義務）も強く
なるというように，経済的従属性の程度によって
事業主の保障責任が左右されるという理解に基づ
き，事業主の保険料負担は個々の事業主と被用者
間の従属性の程度を生じさせる個別的契約関係と
結びついているという考え方は，少なくとも僅少
労働者には合致しないことになる。
　ただし，裁判所によるこのような困難な理論的
根拠付けに対して，学説上では，これを不要とす
る見解もある 34）。この見解によれば，争点となっ
た事業主負担は，対価性や事業主の扶助義務が問
題となる純粋な意味での社会保険料ではなく，保
険料免除の被用者を雇用する事業主に対する特別
の公課としての性質を有するとされる（§74�
Abs.1�Nr.12�GG）。特別の公課は社会保険料ではな
いことから，公課の徴収は給付請求権とは結びつ
かず，また，特定の政策目的のために徴収される
ものであることから，租税とも異なると解される。
このような社会保険料や税とは異なる特別の公課
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は，その性質ゆえに，上述のような社会保険とし
ての理論的正当化を必要とせず，一般社会から客
観的に分離できる均質集団の中で，社会保険料を
伴う被用者を雇う構成員と，社会保険料を伴わな
い被用者を雇う構成員の間での市場競争の公平を
維持し，労働市場ならびに経済政策上重要な秩序
を市場関係に保障するという正当目的があること
で，その賦課が認められると解されている。

Ⅳ　若干の考察とまとめ

　ここまで見てきたドイツの議論が示すのは，雇
用形態の多様化に伴い僅少労働者のような就業形
態に対しても政策的に対応すべき必要性が生じた
際に，その対応を，これまでもっぱら正規被用者
に対するリスク保障制度として機能してきた社会
保険制度上で行おうとする場合，相対的な処遇の
低さや働き方の相違により正規被用者と同じ枠組
をそのまま当てはめることは困難であるというこ
とである。それゆえ，ドイツの事例では，就業に
対する経済的従属性が低い被用者に過度な保険料
負担を負わせることのないように，換言すれば，
所得が低い被用者から不相当な保険料を徴収し，
所得を獲得する意義を低下させることのないよう
に，被用者の保険料負担を軽減したり，これに伴
い不公正な市場競争力が事業主に生じないよう
に，事業主に対してのみ社会保険料負担を課す等
の政策選択が行われているが，その結果，新たに
これらの政策選択への社会保険上での理論的正当
化が求められることとなっている。
　この問題は，兼業・副業という就業形態との関
係では，たとえば，非正規兼業者について複数の
所得を合算して社会保険適用を認めるという政策
選択をした場合に，個別の事業主との関係では経
済的従属性が低い被用者について，事業主が保険
料負担を負うこととの関係で生じる。上述したよ
うにドイツではこの問題につき，被用者の経済的
従属性や事業主の義務を個別具体的な契約関係か
ら切り離すという論理を用いることで対応してい
る。このような考え方は我が国でも，個々の被用
者に対して支払われた賃金額にかかわらず，事業
主の支払った賃金総額に基づき概算保険料を算出

する仕組みを採用している労働保険とは，親和的
なものであるように思われる。したがって，少な
くともこの点から見るかぎり，雇用保険において
は，個別雇用関係から離れて非正規兼業被用者の
要保障ニーズを捉え，保障の対象とすることは，
理論的には可能であるように思われる。ただし，
これに伴い生じ得る，事業主間あるいは被用者間
の保険料負担の相違（たとえば，非正規兼業者は双
方の就業のいずれにも社会保険料が賦課され，正業
のある被用者が副業を行う場合は正業のみが社会保
険料の賦課対象となるといった相違）についてドイ
ツでは，立法裁量の問題として処理されているが 35），
このような処理の仕方が（理論的には可能である
としても），「働き方によらない中立的な制度」36）

を目指す我が国の社会保険制度のあり方として支
持されるのかどうかは，疑問が残る。
　これまで行われてきた非正規被用者への社会保
険の適用拡大は，あくまでも正規被用者に類する
非正規被用者を念頭においたものである 37）。こ
れに対して本稿で検討対象としてきた非正規の兼
業者は，事業主への人的従属性や経済的従属性は
存在するものの，従属性の程度が相対的に低い使
用関係が複数存在するという独自性を有する。こ
の点で現在論じられている非正規被用者に対する
適用拡大論とはその前提が異なる部分がある。そ
れゆえ，非正規兼業者への生活保障に，あくまで
も被用者保険制度での対応を求めるのであれば，
被用者の要保障ニーズをこれまでとは異なる角度
から捉える，思い切った論理の転換が必要になる
ものと思われる。なお，非正規被用者に対するこ
のような保障の拡充は，現存する保障の必要性に
対応するものであるという点では評価に値する
が，その反面，不安定雇用の増大を後押しする効
果をも有する場合がある 38）。したがって，非正
規の地位にある者の保障の拡充においては，不安
定雇用からの脱却という観点を常に伴う必要性が
あることを，ここで改めて強調しておきたい。

 1）「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のた
めの国民年金法等の一部を改正する法律」（平成 24 年法律第
62 号）による非正規労働者に対する社会保険の適用拡大。

 2）たとえば，法人代表者に被用者保険の被保険者資格が認め
られるかが争われた岡山製パン事件（広島高裁岡山支判昭
38・9・23 判時 362 号 70 頁）などがある。
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 3）洋服仕立て工の被保険者資格が争われた事件（静岡地判昭
35・11・11 行集 11 巻 11 号 3208 頁）などがある。

 4）http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/
 5）総務省統計局平成24年度『就業構造基本調査』（前掲注4））

によれば，年間所得が 1000 万円以上の階層で副業をしてい
る者の割合も相対的に高く（5.4％）なっている。

 6）このような通勤災害の取扱いについては学説上「生活保障
よりも事務取り扱いの簡便さが優先されたものである」とい
う評価がある（丸谷浩介「マルチジョブホルダーへの厚生年
金適用」西村淳編著『雇用の変容と公的年金』（東洋経済新
報社，2015 年，195 頁）。

 7）厚生労働省「労災保険制度のあり方に関する研究会中間と
りまとめ」（2004 年）。

 8）最判昭 61・12・16 労判 489 号 6 頁。この点について学説
上は「検討が必要な課題である」と指摘されている（西村健
一郎「労災保険の発展と労災補償についての荒木理論」良
永・柳沢編『労働関係と社会保障法─荒木誠之先生米寿祝
賀論文集』（法律文化社，2013 年，64-65 頁）。

 9）東京地判平 24・1・19 労経速 2142 号 21 頁，上田達子「マ
ルチジョブホルダーの現状と法的課題」村中他編『労働者像
の多様化と労働法・社会保障法』（有斐閣，2015 年）302 頁。

10）笠木映里「兼業労働者の過労自殺にかかる労災保険給付の
給付基礎日額」ジュリスト 1455 号（2013 年）124-127 頁。

11）厚生労働省「雇用保険における業務取扱要領」20352（2）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

12）保原喜志夫「パート労働者への社会保険等の適用」ジュリ
スト 1021 号（1993 年）50 頁。

13）厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会第
90 回（平成 25 年 7 月 30 日）資料 2。

14）http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisa�
kutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/�
0000109572.pdf

15）なお，平成 24 年 8 月 10 日に成立した「公的年金制度の財
政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一
部を改正する法律」（平成 24 年法律第 62 号）に基づき，平
成 28 年 10 月より，勤務時間，勤務日数が常用雇用者の 4 分
の 3 未満でも，常時 500 人を超える事業所で働く短時間労働
者は，週労働時間が 20 時間以上，賃金月額が 8 万 8000 円以
上，1 年以上の勤務期間見込みの要件を全て満たす場合，社
会保険の適用対象となる。

16）静岡地沼津支部判決平 13・9・19，判例集未登載。
17）倉田聡『社会保険の構造分析』（北海道大学出版会，2009

年）113 頁。
18）学説におけるこれらの要件に関する批判としては，阿部和

光「パート労働者への厚生年金の適用拡大」季労 218 号
（2007 年秋季）132-135 頁を参照のこと。

19）期間に関しては，2014 年の法改正で 2015 年 1 月から 2018
年の 12 月までは 3 カ月および 70 日に延長されている（Ge-
setz�zur�Stärking�der�Tarifautonome�vom�11.August�2014

（BGBl�IS.1348）。
20）Anne�Körner,� Stephan� Leitherer,� Bernd�Mutschler
（Hrsg.）,”�Kasseler� Kommentar� zum� Sozialversicher-
ungsrecht�90.�EL�Juni�2016�:�SGB�IV�§8�Geringfügige�Be-
schäftigung�und�geringfügige�selbständige�Tätigkeit,�C.�H.�
Beck,�2013,�Rn.�2-7. なお，齋藤純子「ドイツの社会保険義務
のないパートタイム労働（僅少労働）」レファレンス 1998 年
9 月号 82 頁，大重光太郎「ドイツにおける非典型就業の制
度的枠組と実態」獨協大学ドイツ学研究 58 号（2007 年）17
頁も参照のこと。

21）事業主のみの保険料負担に関して，改正法草案においては，

僅少労働者を雇用することによるメリットを事業主に生じさ
せないためであるとされている。また，事業主負担によって
年金保険制度では僅少労働者自身の給付への反映があるが，
医療保険においてはこのような効果が生じない点に関して
は，医療保険が加入によってすぐに受給権が生じる点に着目
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